
川崎市電子メール配信サービス運営要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、電子メールを利用して、本市の防災気象情報を除く行政情報等を市民等に

提供する川崎市電子メール配信サービス（以下「配信サービス」という。）の運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。 

（１）電子メール配信クラウドサービス（以下｢クラウドサービス｣という。） 総務企画局危機管

理室が整備した川崎市総合防災情報システムの防災情報コンテンツ管理システム（以下「防

災ＣＭＳ」という。）を利用し、配信サービスを行うために、ネットワーク経由で提供するサ

ービス（配信サービスのために必要な情報処理装置とその周辺機器及びこれらに導入される

ソフトウエアを含む。）をいう。ただし、特定の業務処理を行うことを目的として、各課が独

自に電子メール配信機能を有する機器等を整備して情報配信するものを除く。 

（２）情報配信課 配信サービスを利用して、電子メールにより市民等に情報を配信する課（課

を置かない部、課を置かない部に相当する室並びに課に相当する室及びセンターにあっては、

当該部、室又はセンター）をいう。 

（統括管理者） 

第３条 配信サービスの全体管理のため、統括管理者を置く。 

２ 統括管理者は総務企画局シティプロモーション推進室担当課長をもって充てる。 

３ 統括管理者は、次に掲げる職務を行う 

（１）市民、事業者等からの配信サービスの運営管理に関する問い合わせへの対応 

（２）情報配信課が発信する情報の基本要件に係る管理 

４ 統括管理者は、配信サービスを利用しやすいものとするために、必要に応じて情報配信課の

長に指導及び助言を行うことができる。 

５ 統括管理者は、配信サービスの適正な運営のため、必要に応じて情報配信課で行う配信処理

の停止等を行うことができる。 

（クラウドサービス管理者） 

第４条 クラウドサービスを管理するため、クラウドサービス管理者を置く。 

２ クラウドサービス管理者は、総務企画局シティプロモーション推進室担当課長をもって充て

る。 

３ クラウドサービス管理者は、次に掲げる職務を行う。 

（１）クラウドサービスの障害発生原因の調査及びその復旧措置 

（２）配信サービスに関する情報のバックアップ 

（３）配信サービスに関する登録情報のセキュリティ対策 

（４）その他クラウドサービス管理に必要な事項 

（情報管理者） 

第５条 配信サービスで配信する情報を管理するため、情報管理者を置く。 



２ 情報管理者は、情報配信課の長をもって充てる。 

３ 情報管理者は、次に掲げる職務を行う。 

（１）配信情報の新規登録、修正及び削除 

（２）配信情報に関する配信先（電子メールアドレス）の管理 

（３）配信情報に関する市民等からの問合せへの対応  

４ 情報管理者は、配信する情報、配信時期及び配信先電子メールアドレスに関し、すべての責

任を負うとともに、配信サービスの利用登録をした市民等からの信頼を失うことがないよう、

継続的な情報配信を行うこと。 

（利用手続） 

第６条 配信サービスの利用の開始・変更及び停止を行う課は、「川崎市電子メール配信サービス

利用等申請書（第１号様式）」を統括管理者に申請をするものとする。 

２ 統括管理者は、前項の申請内容に不備がないと認めるときは、「電子メール配信サービス利用

等承認書（第２号様式）」により申請課に通知するものとする。 

（川崎市ホームページへの登録等） 

第７条 統括管理者は、第６条第２項の規定に基づき配信サービスの利用を承認したときは、そ

の配信内容に係る基本的な事項を川崎市ホームページに掲載し、市民等に案内するとともに、

配信サービスのシステムに情報配信課に係る基本的な事項を登録するものとする。 

（運用時間） 

第８条 配信サービスは、原則として通年稼動とする。 

（運用の停止） 

第９条 クラウドサービス管理者は、クラウドサービスの保守作業、障害復旧作業及びその他必

要と認めたときは、クラウドサービスを停止することができる。 

２ クラウドサービス管理者は、前項においてクラウドサービスを停止する場合は、事前に防災

ＣＭＳを管理する者に通知しなければならない。ただし、緊急に停止する必要が生じた場合は、

停止後速やかに報告するものとする。 

３ 防災ＣＭＳを管理する者は、防災ＣＭＳの保守作業、障害復旧作業及びその他必要と認めた

ときは、クラウドサービスを停止することができる。 

４ 防災ＣＭＳを管理する者は、前項においてクラウドサービスを停止する場合は、事前にクラ

ウドサービス管理者に通知しなければならない。ただし、緊急に停止する必要が生じた場合は、

停止後速やかに報告するものとする。 

（その他必要な事項） 

第 10 条 この要領に定めるもののほか、配信サービスの運営について必要な事項は、統括管理者、

クラウドサービス管理者及び防災ＣＭＳを管理する者が協議の上、別に定める。 

附 則 

この要領は、平成１９年３月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２４年１０月１５日から施行する。 



附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和３年１２月２４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の日前までに配信サービスで登録された配信情報については、なお従前の例

による。 
 


